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Ⅸ 監査指導課の業務概要 

 
 平成１６年４月組織改正により、県内５か所（習志野、松戸、印旛、山武及び君津）の

健康福祉センターに監査指導課が設置され、社会福祉法人及び社会福祉施設等（以下「社

会福祉法人等」という。）の指導監査等業務を実施している。 
 

１ 指導監査等業務の概要 

（１）社会福祉事業を経営する社会福祉法人の運営管理及び会計管理についての指導監 

  査 

（２）社会福祉施設（特別養護老人ホーム等の老人福祉施設、保育所等の児童福祉施設、

幼保連携型認定こども園及び指定障害者支援施設）の運営管理、入居者処遇及び会計

管理についての指導監査 

（３）認可外保育施設の立入調査及び有料老人ホーム（有料老人ホームに該当するサー 

ビス付き高齢者向け住宅を含む。）の立入検査 

（４）介護保険指定事業所、指定障害福祉サービス事業所及び指定障害児通所支援事業所

等の実地指導 

 
２ 松戸健康福祉センター監査指導課の所管区域 

（１）松戸健康福祉センター管内 
松戸市、流山市、我孫子市 

（２）野田健康福祉センター管内 
野田市 

（３）中核市保健所管内 
柏市（県が所管する社会福祉法人等） 

 
３ 指導監査等の実施状況等 

（１）指導監査等の実施状況 
社会福祉法人及び高齢者、児童、障害者、介護保険サービスなど多岐にわたる社会  

福祉施設等の指導監査等は、社会福祉法等の関係法令及び県の「社会福祉法人及び  

社会福祉施設指導監査要綱」等に基づき、社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正かつ

円滑な運営の確保を図るため、計画的に実施している。 
（２）主な指摘事項 

平成２９年度の主な指摘事項は以下のとおりである。 
ア 社会福祉法人については、評議員会や理事会の要議決事項に係る審議が未実施、 

評議員会の議事録の記録及び保存が不適切、決算関係書類が不適切など 
イ 社会福祉施設（第一種）については、勤務体制の整備や経理事務処理が不十分、資

金計画や借入金の償還が不適切など 
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表１ 社会福祉法人等の指導監査等実施状況 
区分  

種別  

平成２９年度  
法人・  
施設数  

Ａ  

計画数  
Ｂ  

計画率（％） 
Ｂ／Ａ  

実施数  
Ｄ  

うち、実地  
監査・指導  

実施率（％） 
Ｄ／Ｂ  

社
会
福
祉
法
人
等 

社会福祉法人  25 25 100.0 25 25 100.0 

１ 社会福祉協議会  －  － － － － － 
２ 施設を経営するもの  25 25 100.0 25 25 100.0 

第一種経営  6 6 100.0 6 6 100.0 

第二種経営  19 19 100.0 19 19 100.0 

３ 施設を経営しないもの  － － － － － － 
児童福祉行政（市町村）  4 4 100.0 4 4 100.0 

計  29 29 100.0 29 29 100.0 

社
会
福
祉
施
設
等 

社会福祉施設（第一種）  － － － － － － 
１ 保護施設  － － － － － － 
２ 老人福祉施設  62 46 74.2 46 46 100.0 

３ 児童福祉施設  4 4 100.0 4 4 100.0 

  指定障害児入所施設  3 3 100.0 3 3 100.0 

  児童自立支援施設  － － － － － － 
  乳児院  － － － － － － 
  児童養護施設  1 1 100.0 1 1 100.0 

  情緒障害児短期治療  
  施設（児童心理治療  
  施設）  

－  －  －  －  －  －  

  母子生活支援施設  － － － － － － 
４ 婦人保護施設  － － － － － － 
５ 指定障害者支援施設  5 5 100.0 5 5 100.0 

保育所  134 134 100.0 134 83 100.0 

幼保連携型認定こども園  4 4 100.0 4 2 100.0 

認可外保育施設  19 19 100.0 25 25 131.6 

有料老人ホーム  102 47 46.1 47 47 100.0 

介護保険指定事業所  1,867 322 17.2 298 298 92.5 

指定障害福祉サービス事業所  387 165 42.6 114 114 69.1 

指定障害児通所支援事業所  225 57 25.3 44 44 77.2 

指定児童発達支援センター  8 8 100.0 8 8 100.0 

指定一般相談支援事業所  7 5 71.4 3 3 60.0 

計  2,824 816 28.9 732 679 89.7 

合 計  2,853 845 29.6 761 708 90.1 

※第一種経営とは、主として第一種社会福祉事業を経営するもの。 
※第二種経営とは、主として第二種社会福祉事業を経営するもの。 
※実施数と「うち、実地監査・指導」との差は、「書面監査・指導」である。 


